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。

式

た

一

し定

事

示

る

し

正
、
す

だ

改
は
用

高

北
後
と

第

の
正
こ

、

前
改 海

げ

の

道
北
妨

条

海
の
を

１

例
税
い

第

条
道
な

７

税

６

規
施

第

行
例

項

施
条
。

不
こ
該

、
当

は
を

号

則
行

に
を
て

書
立

知
申

通
服

の た
分

っ
処

取
る

け
係

受

北

定

日
を

北

森
す

海

る
平

道

。
成

林
告

法
示

５

６

７

般
成
約
名
所

競
一
一
平
契 に

在

争
般

２

３

４

みるは橋

の
競
競

漁
落
平
落

落

札落１
業
札
成
札
氏
住
札

者

金

の

改

規
則

の

の
規

に
取
を

づ
に

定

基
定

規

に
規

正

定

、

い
か

は

北

次
海

の
平

道

と
成

告

所

お
示

日
支
翌
た
の
し

在

海

し
由
算
経
起
を
ら
長
か
庁

道

て
て
し

海

以
出

北

日
提

公

に
る

道

内
す

年

第

昭和

月

号

年 第律法

日

第）号 条

入
８
す

相
争
争
年
関
称
地

事
北
札

方
札
札
月
る

手
入

市

決

公
日
務
海
幌

を

の
６

し

け
担
水
中

定

告
付
を
道

手

海
す
林
区

た

北
当
産
央 条

告
組
部
３

続

道
る
務
北

第
の
業
西

示
織
漁

締
決
年
の
名
所
額

船
定
９
氏 及
稚
稚

円

北
し
月
名

王
た
上

住
港
市

丸
日
日
び
内
内

理

設
１

修

施
広

架

所
湾
末

る係

会
１

事

式
目

工

株
丁

数び及称名の務役定特 量
一

社
番

り
年

第

地

一般
月

号

札

競 よ

央

に

中

札

市

入

幌

争
日

よ

西

者

条

札

３

落

北

り

区

庁

に
に

支

事
う
知

報

さ
求
だ
請
く

査
て

長

審
し

がと
。
こ
）
る
。

す
い

を

よに定規の項１第２の

名
指
６

次、り

称
導
丁

地在所び及
課
目

号

式

一成無風役締取表代
号

北

。たし

目

定

丁

決

６

を

きで

事知道海

印

すま

第

高

指を林安保にうよの

みるは橋

号



１

ア

平

保
指
指

成

安

立 木
定

林

主

定

年

予

伐

北

農
海

林

平
号

林

道

）

務

水

成

告

第

課

産
示

次
及

年

大
第

条

の
び

臣

図
関

ア

イ

主
村
間
木

定
立

町

立

指
指

２

の
伐
伐
森
伐
の

定

木
主

保

ア

イ

木
主
主
村
間
木

安

立

町

立

１

の
伐
伐
森
伐
の

林

の

林

定
定

安保

指
指

施

定

に

月

の

伐

森

係

林

る
採
業

日

目

の

所

採

の

伐

要

金

方

在

種

曜

場

は

日

所
的
件
法
、

）

の

。

上
源

い

川
水

なめ定

郡

の
か

月
規

」
係

号

及
町

ら
よ

場

次
に

び
役

、

日
定

え

う
通

の
備

よ
る

次
に

の
あ

り
い

保
が

お
置

に
知

と
覧

を
た

は
縦

林
っ

」
て

安

と
林
に
伐

施

省
に

指
。

、

採
、
し
整
係
採

業
の

伐
は

森
限

要
目

の
択
て
備
る
の

法
に
採
画
林
度

方
伐
伐
計

る
す
定
、

よ
を
で
は

的
件

こ
る
の
の

土

。
る
め
次
次

が
準
お
お

の

と
標
と
と

砂

き
期
と
と

出

で
伐
り
り

流

採

所

伐
は
と
林
に
伐

の
の

て
備
る
の

在

採
、
し
整
係

所

方
伐
伐
計
森
限

場

の
択 よ

を
で
は

法
に
採
画
林
度

。
る
め
次
次

様

る
す
定
、

と
標
と
と

郡

こ
る
の
の

似

で
伐
り
り

似

が
準
お
お

様

業

所

の

の

施

き
期
と
と

町

の
土

次
所

的
件

場

要
目

在 岩
示
崩

郡
に
の

内
図
砂

岩

子
ん

弟
か

町
部
の

内
す
壊

町屈
養

に図の次。林有国

北

略
供

定

高
示

事知道海北

定

そ
。

予

、
る

る

し
す

す

び

旨

及

る

面

あ

図

で

の
）

す

を類

法

書

林

係

森

関

、

。

備

立
以
る
る

防

る
齢
す

と
当
の

、
も

は
の

木
上
。

す在所の
。

木
る

立
す

該

以
る
る

鵜

る
齢
す
す

字

る

木
上
。
。

苫

立 は
の
、
も る

図

立
す

の

該
と

次

当
の

す

部

在

す

所

示

の
。

に

木

島
限
敷
に
備

字
分
防

る

分

。
内
る

海
・
北
８の

）

道 事
１
知
の

分部す

高
以

海

）。る限に

道

イ

公

みるは橋

町
立

係

和

関

昭

支

４

部

第

済

律

経

法

庁

年
保
指
指

イ

ア

る係に村町市

町

立

安

立

３

市

イ

ア

町

限

市

に
立

安

立

保
指
指

２

市る係

）

に

。

村

る

ア

筆
橋
２上

安

立

町

保
指
指

イ

て
み
い
る
つ
は
に

の
伐
森
木

弟
そ
主
村

町

立

屈
他
と
林
の

子

報

森
て
備
伐

町
の
し
整

の

の
に
採
画

次
林
伐
計
採 度

に
い
す
定
限

図
つ
を
で

と
標

す
は
こ
る

示
て
る
め

ていつに林森の次
部
、

の
分
主
が
準
次

木立、は

の

の

伐

予
定

木

木
定

間

林

る

林
の

伐

伐

係

森

施

に

定
目

の

の

林

所

森

の

採

採
業

的
件
法

、

場

限

方

は

在

要

備整林森村
との次

度

所

次

川
公

標るめ定で画計
伐

定

木

木
定

林

主
主

準
お

、
し

施

定

は
と

の

の

予

伐

採

採
業

林

択
て

の

伐

伐

森

要
目

の

の

所

に
採

の

伐
伐

。
る

場

る
す

限

方

在

よ
を

川
土

がとこ

度

所
的
件
法

伐

定

木
定

林

主
主
村
間

次

定

に
と
林
に

の

予

伐
伐
森 備

る

の

伐

森

係
し
整
係

施

の

伐
伐
計
森

採
業

林

る
て

で
は

要
目

の

所

採
採
画
林 次

場

は
す
定
、

方

在

種
を こ

る
の

所
的
件
法
、
る
め

水

な
が
準
お

め
と
標
と

定

に
の

伐
森
伐
木

主
村
間

川

採

て
備
る
伐

し
整
係

と
林

を
で
は
の

採
画
林

伐
計
森

る
の

る
め
次
度

す
定
、
限

伐
の

が
準
お
次

と
標
と

こ

齢
お

限
は
き
期
と

に
伐
で

上
と

。
択
立
以
り

る
、
る 、

も
る

に
は
の
す

）
伐
木 立

す

。
該
と

る
当
の
。

よ
の
。
木
る

第

在

。るす止禁を採伐

所

弟
保

と
と

郡
の

り
の

上
衆

町

。
と

屈

る
り

子
健

す
お るす

齢期伐

の次。林有

。

国 図

。るすとのもの上以

流

る

と

郡
の

き

の

上
砂

で

と

屈
の

木

り

子
出

立

お

弟

る

備

、

す

町
防

は の

。

木

林

立

有

該

。

国

当

源

い
で
伐
り

図

在

の

所

次

る
齢
す

郡
の

。
き
期
と

上

木
上
。

茶
ん

立
以
る

標
か

は
の

町
養

す

林

該
と

有

当
の

国

、
も

図

所

の

の
。

次

木
る

。

立

き
期
と
と

で
伐
り
の

に

在

。
と

立
以
る
り

る
齢
す
お

の

。

、
も

る

は
の

す

木
上

所の
。

木
る
立
す

該
と
当

す

在

る 町市 村

号

る係に 市

）。る限に分部す示に

分

村

部

町

す

市

示

る

に

す

す

）。

市

る

る

限

係

に

に

に

に

村

分

町

部

市

す

る

示

市るす

）

市

。

る

る

係

限

市る係に村町



要

北

森
件

海

を

道

変
林
告

更
法
示

す

第

る
昭

平

解

保
解

え備

１

２
３

和

成

除

安

置

に

林

次
い

る

し

図
縦

年

係

と
除
の
て

定

北

森
を

２
３

海

解

え

道

林

保
解

置

除

告

法

安

い

す

示

林

次
て

る

第

。
昭

と
除
の
縦

定

１

和

し

図
覧

北

森
を

海

解
平

解

道

除
成

林
告

除

法
す

示

予

る
年

第

定

及課山治部

昭
予

５

び

和

保
指
指
立

平

安

次

成

林

の

木
定

予

図

定

年

の

予

号

。
第
る
律
あ
法
で
年
定

第）号 ２の条

安

指
の
は
に

月

保

て

」
覧 る

の

さ

省
す

日

林

定

、
供

、
）

在

た

し
。

所

れ
理
略 面

る

図の

所

的
由
そ

場

目

北

泉
）
砂
路
を

幌
。
土
道

郡

の
用

て

」
に

号

る

法

定

、
す

年

指
の
は
供

し
）

第

れ
理
略
。

律

さ

省

た目

、 図

第

の

）

的
由
そ

号

風
河
面
管
北

る限に

の

害
川
を

条

保
。

２

の

定
月

安

号

年
で

第
。

所

律
る

の

法
あ
日

林 在場

第）

所

号

夕

備に場役町係関

の

張

条

定

」
覧

２

郡

縦てい置え

施

森

及

伐

月

林

び

の

採

の

業

日

目
所

次

の

在

の

要

金

場

と

方

曜

所
的
件
法

お

日

り

）

省

上
所

木

、

川
名

立

は」

、りよに定規の

郡
又

の

え

崩
地
海

保にうよの次

る
高

も

の
す
日

り

壊
と
道 経

目

め
庁

字

備
た
支

町

防

道
１

林

海
の

部

北
７

済

黒
知

務

理
海

高
図

び

の

及

事
次

課

知

項

設
空

２

備
施
道

第

防
す
経

定

と
庁

規

地
支

の

用

、

め
林

り

た
部

よ

る
済

に

第

長

び

よ

）

及

の

課

次

務

定

追

規

馬

の

字

項

町

２

沼

よ

北
野

に

原
海

り

道

次

知
の

、

事

）。るす供に

の

旧

採

し

弟
は

伐

略

高
次

よ

の

町
の

禁

そ

屈
跡

を

、

子
風

止 。

及

有
の

る

面

国
致

す

図 書

の

係

次

関

。
存

び

林
保

に

類

図

北

の
業施定指の林安

示

を

関
ら
成

の
か
平

そ
日

町

す

も

橋
示

り

に

え

係
２

限

に

み
に

場

る
分

役

は
部

北

道
海

路

経

道

イ

済

法
告

部

示

安

町

保

沼

に

長

う

立

次
林

備

指

に

の

場

林

役 ア

に

の

う

所
安

立

町

の
保
変

る
す

林

は
示

安

に

保

橋
図 ２

指

分
み
部

の

指

イ

道

部

海

す

北
立

町

立

定

ア

分

海

）。

務

る

林

限

産

に

水

道

１

平

公

定
所
安

成

指
の
保
変

図
週
年

面
間
は
、
月

、
一 に

建
覧
道
縦
海
の

北
般
日

整
。

路
る
道
す
部
供

設
昭
第

和

間
木

の
務

伐
の

図
課

に
伐

」
及

号

る
の

び
関

法

係
採

及
び

年

森
限

係

律

林
度

次
町

第

は
並

の
役

）

次
に

お
に

号

、
び

と
場

と
栽

」
え

第

の
植

り
備

字
そ
主
村

更

条

お
の

は
置

と

の
住
の
伐
森

後
木

林

次

し
整

の

し
の

森
吉
他
と
林

の

指
て

林

森
て
備

伐 採

定

つ

林
伐
計

定

の

指

に

を
で

の

さ
施

い

に
採
画

１
つ

方

た

は

い
す
定

次

業
れ

て

こ
る

図

目

、

て
る
め

要

の
伐

、
と
標

に

的
件
法
主

は

限

す
は

主
が
準

所場在

示

森
伐
の

業

主
主
村
間
木

施

採

件

に
と
林
に
伐

要

伐
伐

る
て
備
る
の

変

係
し
整
係

画
林
度

予

伐
伐
計
森
限

更

び

保

種
を
で
は
並

定

採
採

、
る
め
次
に

安

は
す
定
、

と
標
と
栽

定
こ
る
の
植

林

お
の

法方の採伐の木
め

更

な
が
準

業
場
と
後

年

施
在
林

月

要
所
し
の

報

件

て
指

れ

予

さ
施

更

定
定

日

変

指

林

的
件

安

目
要

保

た
業

定

幌札道海北び及課備

に

所

事

業

知

現

道

木

海

土

北

２

と
法

省
て

第

り
方

、
い

の

る
期

し
覧

項

す
・

略
縦 す

定

及

そ
供

規

。
間

、
に

種

面
。

よ

樹

図
る

に

び

の 係

の

次

関

次

び

、

及
）

り

部

干

、

伐
で
伐

と

書

道

の

伐

係
る
齢

分

害

択

に
き
期

木
上

限

防

に

る
立
以

に

の

も

。
る

採
は
の

る

備

よ

伐 定
該
と

を
当
の

）
。

種
、 所

い
の
。

な
木
る

め
立
す

で
伐
り
方

紋

在

）。る

。

齢
す
・

別

。
き
期
と
法

い

上
。
間

興

立
以
る
期

郡

る

字

、
も

び

町

は
の

及

部

木 立
す

吉

該
と

種

住

当
の

樹

木
る

在

と

所

の

１

の
。

次

の

防

郡
。
の

走
る
害

網
限
風

満
、
備

女
）

別 字
の
町 郷

北

、
本
海道

の
の
知

第

事
９

る

て

は

い置

橋

え備

高

に

り

を

の

お

類

路
示告

み

、
開

る

道

を

す

海

用

と

北

供

す

。

庁

る

支

す

走

始

。

網

お

次

市る係に村町市る

町

す

に

市

と

図

る

り

の

す る

分

係

部

に

。

す

村

る

示

市

に

の
高
次

橋
図に

号

み
部
る
す
は
示 分



海北

北

道

海
平

平

北
人

道
成

成

海
事

人

道
委

事
年

年

人
員

２

委

第

が

に
と

こ

５

で
法
規
が

の

条

規
附

す
き

則

き
第
定
で

会
な

は
則

。
第
会
も

、

議
い
条
る
る

第
第
。
第
第
第
加

る

を

は

条
る
議

１
４

９
８
７
え
会

第

を
第
を
。
の

条
条

条
条

人道海北

１

第
１
第

開

中
事

項
８

催

委
第
項

海北

北

道

北

海
平

人

海

道
成

事

人

道
委

人

事
年

員

委

恵

下

幌

滝

札

道

道

路
道

道

由

事
会

員
月

月

委
規

会

員
則

傍
日

日

会

聴

傍
－

規

金

聴

則

曜

の

規

日

一

則

）

す

改

正

を

改

部

を

一

部

の

次

項
を
と

布

、

２
議
の

公

に

規
催
る

日

項

の
開
す

の 施

め

に
る

ら

定

定
す
。

か

く
の

す

場

づ
め

行

る

基
た な

除

議
分

。

を

会
十

る

合 ほ

、
理

く

は

中

条
中
条

）

条

と

と

４
め

る
第
、

第
認

す
法
し 第

項
た

。
３
を

を
」

第
条

」
る

条
６

を
第

項
第

認

」
７

第
た

と

条
め

を
条

則規事議会員 委
５
」

会
し

事人道海北
事
会

委

員
月

規

会

員
則

会

議
日

２

議

事

－

事

規則

道

一

則

の

規

人

を

一

部

の

事

正

を

改

部

委

す

改

道

場

車

車

転

停

自

仁

庭

線

広
広

供
夕
夕
北
北

名
線

線

栗
栗
市
市

郡
郡
島
島

張
張

町
町
曲
栄

山
山
大
共

用
字
字

道

規

則

海

る

規

北

す

る

正

公

員

に

委

こ

事

こ

人

則

を 。

長

る

員

す

委

布

会

北

３

委
該

、

席
に

か

欠
由

泉

と

委

外
る

の

以
す

人

員
当

の
ら

出

人
め

が

２
認

員

の

け

の
場

な

員
た

し

委
れ

席

、

」
第

項
に

議
、

れ

合
合

に

に
５

」

、
第

め
っ

め
を

改
あ

改
条 と

き

条
条

。
と

同
６

る
た

９
、

を

第
し

」

を

則規会員

っ

と
４

あ

条
第 条

次を部一の）０－２

る

正
の

た

す

員

則

海

る

規

北

す

会

こ

事

こ

人

則

を

道

規

規

公

員

に

委

則

泉

。

長

る

員

す

委

布

会

開

番
番

阿
阿
野
野

先
地

始
呂
呂

地
４ 先

番

まで

番 先

敷
先
地

川
地
１

河

の

４

間

らか

ら

）
で
か

地

区

ま

川

海

雄睦

道

北

職

海

員

道

平

公

職
の

人

員
任

の員職
成

事

催

よ
開

開

に
、

ば

議
に

任

こ

こ

同
る

る

、
す

す

り
催 ５

の

北
－
第

こ

２

と

項
海

規
附

海

人
の
第

則

北
則
道
）
条

」

次

に

に

き

。
次

と

る
の

め

条

改

１

に

の

北

こ

海

こ

北
こ

道

の

海
に
平

人

規

道
公
成

附
。るす正改にうよ

事

次

雄睦川

則

人
布

北

北
の
第

海

海
よ
１

北

道

北
道
う
条

海
平

人

海
人
に
中

道
成

事

人

用
成
前
成
前

供
平
午
平
午

開

時

時

始の期日

規

海
１

の

北
第

こ
附

人
中

則

道
条

の
用

委

任
の

年

員

用
方

会

月

報

の
法

規

方
及

則

法
び

日

６

及
手

－

び
続

の用

関
る

に
す
続
関
手
に

るす関に続手び及法方

は

規

す
規

則

を
ア

平

委
部
号

、

事
一
１

会
次
中

成

員 の
の

条

月

掌
う
８

４

所
よ
第

年

に
正
４

日

務
改
第

１

事
に

人道

る
る
」

ら

係
す
項

か

に務事掌所の会員委事 係

公
。
を

施

委

は

事
す
年

員

則

、

委
る

会

公

員
。
月

規

布

会

則

の

の

日

２

日

所

－

か

掌

ら

事

。

公

る

る

す

係

行

に

施

務

道
事
改

委

事
年

人
委
正
第

員

委

事
員
す

会

員
月

委
会
る
条

規

会

員
事
。
第

則

会
務

７

事
日

２

事
局

項

務

－

務
の

」

局の 織

の
織

組

局
組

を

等

組
等

第

に

織
に

は

関

等
関

条

則

事

の

会
条

布

員
７

公

委
第

、

規

か

聴
を

日

傍
」 ８

施

則
第

ら 。

道
に

る

海
」

す

北
条

行

規る
則

人
改

部
人

海

一
道

北

の
海

則
北

委

正
員

事

改
委

人

を
事

道 委

規
則

会

る
規

員

す
会

第

正改を部一の則

員

則
６

長

－

こを則規るす

文

行

こ

第

の

条

。

等

８

る

書

第

す

改

す

に

関

」

に

項

理

５

管

書文公る

。

則

る

規

め

る

規るす関に理管の等

道

管

海

の

北

等書文

則

北

会

る

員

す

委

関

事

に

人

理

に
す

第

一

長

の

員

則

委

規

」

規

す
規

項

る

関
る

８

す の

海

規

に

則

北

る
則

部

人

の
海

め

一

道

則
北

改

改

委

部
人

。

を

事

一
道

る

正
員

す

会

改
委

正

員

を
事

則

長

る
規

規

員

す
会

る

委

則規会員
。

委
る
事
め

０

を部一の）２－

泉

）

川

一の 部

号

雄

の次

睦

を よ

事人道海

。るす布公に

改を部一の

則規会員委

正

川

改を

泉

部

規るす正

を

規
則

を則

雄

規る

睦

す

）

に

川

５

こ

－

こ

泉

則
２ を

る

雄

部

す

一

布

睦

の

公

るす正改にうよの次

。

。



、
適
成

お
の
平

な
定協

こ
用
の
を
年

入
受

北

次
海

の

第

こ

道

と

１

の

警

規
附

お

条

察

り

中

則

本

は
則

一
部

次
第

、

北

不
の

海

利
よ

不

道

不
益
う

利
平

人

利
処
に

益
成

事

処

益
分
改

委

処
に
正

は則規のこ

分
年

員

す

、

に

北

給
る
第

海

。
１

道

与

附

給

条

人

与

中

の

事

支

則

の
委

成平

払

年

支

第

員

監

の

改
１

の

与

に
第

こ

給

う

規
附

正
条

平

す
中

則

支

成

は

払

則

る。
第

、

監

年

札
け
月

に
る

、は達調る係
。
日

般
月４年

告

競

８

平

示

争

条

成

第

第

入

７

年

札

項

４

号

」

月

道

日

下

を

１

以

警

第

か

条

施

札

８

ら

入

察

８

す

と

第

行

」

分
つ
す

会

に
い
る

つ
月

規

い

つ
て
。

則

い
の

て
日
の

て
不

－

の
服

不服

に

て

申
て

立

服
立

申

不
申

成平

す

に
す

関

て
関

に

立
る

行施らか日１月４年

払

８

す

る

関

会

監

条

理

規

理

第

に

則

に

１

関

７

関

項

す

－

す

第

る規
る

７

則
規

号

道
一
海
の

を

北
則

」

人
部

第

月

４

平

理

事
を

８

日

項

成

に

月

関

」を

年

す

日

４

る

第

月

規

金

５

１

則

曜

項

日

の

日

」

か

一

）

正

め

行

改

改

施

を

に

ら

部

る

す

警

ュ

道

シ

海

ケ

北

ラマ日 たれ

長

さ

部

成

本

作

察

で 政

本

に

。

」

。

う

項

る

い

部

め

を

改

）

告

す

。

施

る

実

示

規

則

北

る
則

規

す
規

。る

の

海

一
道

部

人

の
海

一

道

則
北

正

員

を
事

改

委

部
人

を

事

す
会

る

委

正
員

す

会

改
委

る

を

規
則

則

長

る
規

規

員

。

員

北

正

第

委
改

条

こ

泉

則

規

第

規

道

る

項

会

海

す

１ 」

－

委

号

７

事

則

８

則

人 員会

に

部

長

る

一

員

め

の

委

改

）

則規

。

る

。

る

す

泉

を

。

。るす布公にここを

北

るす

治

関に

勝

達調

刈

府 ４

５
市
執

約
幌
札
入

契
札
入

申

申

申

査

ば

審

れ
ア

イ

ウ

な

こ

－

に

川

る

雄

部

す

一

布

睦

の

公

）

３

。

を

る
件
こ
条
と

い

あ
条

る
る

該
こ
付

件
こ

締を
当
る
当

睦

うよ

川

の次

結

の

該
こ

２

正

雄

改に

納
札
の
平
格
道
過

入
次

資

に
い
成
を
が
去

道海

１ 入

公

行

条

達
政
達

札
調
行
調
契

所

示
区
場

を
央
の
札

項
中

日
所

条
び

場
２
及

す

場

北 北

市幌

目

札

丁７
時

所
西

な

書

行

請

請

ら

請

を

海

中

提

と

。

の

た

の

の

い

類

っ 審、

期

法

先

は

出

き

時

方

結

平
日
申
れ
郵
北
査

び

け な
番
道
果

成
曜
請
ば
便
海

日
書

一

付
ろ

年
を
類
ら
号
警
を

達
。
般

一
に

入

調
と
調
と

り

は

物

物

競

般
よ

札

達
。

に

に

入

争
、

、

品

品

争

競

参

札
の

方

関

関

札

入
２

地 自

し

し

迅

要

資

あ
か

治

、

、

加

で
施

速

求

格

る
ら

法

ア

様

審

で
ま

行

な

仕

の

の

履に実誠、つか、し

令

フ

書

査

、
で

たし行

有
行
２

者

参
ず

る
指
間

加
れ
年
す
う
年

入 場
る
も
海
こ
名
に

す
に
北 告

。
争
又

者
該
道
と
競
国

札
地

所
必
す
示

入
は

に
当

に
方

要
る
第

な
こ 。
又

す
共

契
資
と
号

関
公 体

。る得
担

は

る
団

約
格

す

付

約

を
情
を

に

当

平

指

す
る
ネ
る

す
報

報

等

事
品
ト
品

る

期

物
ッ
物

名
ク
仕

項
の
ー
の
間

等
ワ

及
サ
等
平
成

称
、
様

平

び
ー

成
年

数
バ

北

警

区

道

央

量
及
入
年
２

丁

務

７

総

西

部

条

本

２

察

申

警道海

課

北

計会

目

部

除
の
な

察本
請

月
く
提
い

。
出
。
－
部
者
総
に

日
）
先

務
通

の

る

）

示

札
会
す

金

指

部
知

中

ら

よ

市
課
。

か

に

幌
計

り 成

区

月

作

央

昭

タ

に

入
に

た

２

日

し

北

サ

載

に
げ

和

ー

記

札
掲

政

ビ

要

加
資

年

ー

の

参
る

第

及

等

よ
を

令

ス

件

し
格

び

を

う
有

）

ン

た

す
る

号

メ

満

と
す

ナ

て

者
ど

第

テ

し

る
か

ン

い

は
う

る

、
か

条

。とこるあで

を
１

者

成

名
と

ス

等が

年

停
の

道

れ
定

定

海

さ
に

指

北

止
契

場

示

い
る

る

告

て
め

す

種

号

こ
と

５

い
約

所

第

な

札
３
月

定

を

規

。
類

に

と

び端
説
月 か

限

装
書
日
を

末
明
１
日 に

よ
ら
度

置
に
一
る
ま
該

式
。
日
当 間

当

た
期

月

。
約

１

で
契

た

だ

第

り

し
を

場会札入階１部本察

丁

ま

書

７

）

請

西

月

申

条

を

目

で

類

の

の

及

な

日

し

曜

出

土

提

査

の

体

と

か
審

５

の

こ

ア
申

の

が

証

ウ
を

２

制

を

ら
し

定

備

し

で
請

規

整

明

ま め
け

れ

者

定
な

に

さ

た

に

じ

物

同

る

ぼ

す

ほ

て

で

よ

約

借

契

貸

る

賃

す

の

く

品

の

、
延

の

価

算
す

単

予
長

）

の
る
範
こ

号

で
有
内
が

囲
と

、
り



．

イ

平成

所
名ア

年

者
員
る
契

イ

税

落
で
の
こ
約

て捨
業

札
あ
一
と
に

分
事

９

金
者

者
る
部
。
関

の

た

格

そ
平
。

ア

価
札

る
成

有

入

る

１
効

札
落
額

当
入

額

加

年

札

月
な

金

を

６

７

８

北

決

交
交
札
札

入
平
入
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